
 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業について 

 

 

１．スケジュールについて（予定） 

 

令和５年７月～８月   実施設計内容等にかかる説明会 

令和５年１０月～１１月 校舎等建築工事にかかる仮契約 

令和５年１２月     校舎等建築工事にかかる契約議案提出 

令和６年１月      校舎等建築工事にかかる工事説明会 

令和６年１月以降    校舎等建築工事開始 

 

※令和５年秋頃から西小倉中学校南側に設置する仮設橋設置工事に着手 

 

 

 

２．校名等の検討について   資料１ 

 

 

 

３．通学路の検討について   資料２ 

 

 

 

令和５年６月２２日 

文教・福祉常任委員会資料 

教育部学校改革推進課 



校名等の検討について　資料１

校名等の検討スケジュール予定について

令和8年4月

令和8年3月 旧校舎お別れ会

令和8年1月 入学説明会等

令和7年12月

令和7年11月 就学時健康診断（新小学校1年生）

開校（R8.4開校式典）

校名・校章等の公募

校歌等決定

（R7.12頃までに）

制服等決定

（R7.7頃までに)

校章デザイン決定

校章決定

校名決定

制服・校歌等の検討

（公募など）

学校区の規則改正

校名等の決定に向けての検討

・中学校名はそのままにするのか どのような制服にするのか

・校歌、学園歌はそれぞれ作るのか など

ＰＴＡ、学校

運営協議会、

地域団体

などの統合

年間指導計画、

校訓、行事、

校時、校則な

ど

1年間程度

1年間程度

Ｒ５年度

Ｒ７年度

Ｒ６年度

通学路の検討開始

通学区域変更に

伴う説明 等

学校設置条例改正

安

全

対

策

等

開校１年前には新組織での動き出

し。教育課程や学校運営内容など

を決定。



 
通学路の検討について 資料２ 

 

 

 

（仮称）西小倉地域小中一貫校の通学路設定の進め方（スケジュール・検討方法） 

 

 

１．（仮称）西小倉地域小中一貫校の通学区域について 

 

（仮称）西小倉地域小中一貫校の通学区域については、下図のとおり、現在の西小倉

小学校・北小倉小学校・南小倉小学校の通学区域を予定している。 

 

 

２．一貫校の通学路検討について 

◆検討の進め方（令和５年８月頃まで） 

① 西小倉地域小中一貫校整備検討委員会の学校部会委員・学校・ＰＴＡ（地域委

員等）・市教委等で「通学路検討チーム」を編成し、通学路を実際に歩いて、通

学区域の現地調査を行う。 

② 現地調査したメンバーで、気が付いたことや通学路とすべきルート、安全面な

どについて意見交換を行う。 

③ 学校部会に報告し、通学路（案）について検討する。 

 ◆通学路（案）の決定（令和５年９月頃） 

  ・学校部会にて通学路（案）を決定 

 ◆必要な安全対策の実施（令和５年度～７年度） 



通学路の検討について 資料２ 

＜通学路検討チームイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※西小倉地域小中一貫校整備検討委員会設置要項（その他） 

第１０条 この要項に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長
が定める。 

 

        

 

 

 
  

学校部会 
 

（校長・宇治市小中一
貫教育推進協議会・
学校運営協議会・ 
ＰＴＡ・西小倉自治連
合会・西小倉地区コミ
ュニティ推進協議会） 
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